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島根県商工会連合会

　人口減少や少子高齢化の進展等により地域の衰退が懸念

される中、長期化するコロナ禍にあって地域経済は大きな

打撃を受けています。

　特に観光・飲食・宿泊業とその関連事業者等は極めて厳

しい経営環境にあり、商工会は地域の一番身近な支援機関

として、地域の企業を守るために各種支援策を駆使して全

　コロナ禍でも、変化を恐れず、時代の要請に応え、持続的
発展を目指す会員企業への伴走型支援を更に強化します。

（１）ウィズコロナ・ポストコロナに対応する会員企業を支援
①「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業」の実施

　②事業再構築、生産性向上に向けた支援
　③ホームページによる各種支援施策等の情報発信

（２）事業環境の変化・時代の要請に対応する会員企業を支援
　①事業環境変化への対応支援
　②女性活躍に向けた支援　
　③自然災害等に対する事業継続力強化を支援

（３）持続的発展を目指す会員企業への経営発達支援を強化
①商工会が取り組む「経営発達支援計画」の策定および実

施支援
②商工会が実施する「伴走型小規模事業者支援推進事業」

の活用促進
③小規模事業者持続化補助金の活用推進（新枠を含む）

　地域になくてはならない商工会として、地域の
産業振興と組織の強化を図ります。

（１）時代の変化に対応した組織づくりに挑戦
　①商工会ビジョン２０２０の推進
　②商工会中期行動計画の実施と策定支援
　③商工会しまね県大会の実施

（２）中山間地域・離島等商工会地域の特色を活か
した振興活動の強化

①商工会地域振興活動強化事業と地域課題解決
に向けた取り組みの支援

②地域の雇用や産業を支える事業者を支援する
ビジネスコミュニティ型補助金の活用促進

（３）経営の発達支援に資する人材育成の強化
　①資質向上対策指針に基づいた人材育成の実施
　②中小企業診断士養成課程への派遣

（４）安定的な自主財源確保による財政基盤の強化
①会員企業のリスクマネジメントと財政基盤の

強化

重 点 事 業 重 点 事 業

経 営 支 援 商工会支援

令和４年度令和４年度  事業計画事業計画

力で支援にあたっています。

　加えて、最低賃金引き上げやインボイス制度導入、デジ

タル化の進展など、環境変化への対応やビジネスモデルの

再構築が急務となっています。

　そこで、県連としてもコロナの影響を乗り越えるために

行政や関係機関と連携を強化して、地域を支えている企業

を全力で支援して行きます。

　また、役員のリーダーシップのもとで、会員が主役の商

工会活動や地域課題の解決に取り組み、地域の持続的発展

につなげていきます。

　１人１人の積極的な行動と、会員・役員・職員の協力で

商工会の力を発揮し、「企業と地域の笑顔」が創れるよう

次の項目を柱に事業を展開します。

令和４年３月22日、県商工会館
において臨時総会を開催し、
令和４年度の事業計画骨子を
決定しました。
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　コロナ禍の長期化により、地域の中小・小規模事業者の
多くが影響を受け事業環境が厳しくなっている中、県内
21 商工会は、国・県・市町村の支援施策を最大限に活用し、
事業者の一番身近な支援機関として伴走型の支援を行うと
ともに、地域の産業振興に邁進しています。
　こうした環境の中、国が進めているデジタル化やインボ
イス制度への対応、さらには自然災害への備え、ポストコ
ロナ・ウィズコロナを見据えた事業の再構築支援等、「新
たな日常」の下で幅広い事業者の相談ニーズに対応し、質
の高いきめ細やかな支援を行うためにも、職員の支援能力

向上や組織力の強化等に、従来にも増して強力に取り組ん
でいく必要があります。
　そこで、会員・役員・職員の協力で商工会の力を発揮す
ることで、商工会ビジョン 2020 に掲げる「企業と地域
を元気にするために、みんなが力を合わせて活動する拠点
となる」ことを目指し、「島根県商工会連合会は、商工会
とともに、失敗を恐れず、強い組織を築き、企業と地域の
笑顔を創ります」を基本方針に、令和４年度からの３ヶ年
間の中期行動計画（中間重点目標と５つのアクション）を
作成し、以下の項目を重点的に取り組んでいきます。

1

2

会員企業と地域の持続的発展

商工会の組織力強化

環境変化に対応した経営支援の強化

信頼のおける支援機関へ向けた人材育成

会員企業のリスクマネジメントと財政基盤の強化

地域課題への対応

組織力強化に向けた取り組みの推進

（１）コロナ禍克服のための会員企業への伴走支援の強化に取り組みます
（２）会員企業の DX 推進に取り組みます
（３）制度改正など時代の要請に対応していくための支援に取り組みます

（１）「商工会職員資質向上対策指針」に基づき職員の育成に取り組みます
（２）商工会職員の中核的人材の育成に取り組みます
（３）新任職員の育成に取り組みます

（１）会員企業のリスクに対する備えとして共済制度の活用推進に取り組みます
（２）商工会連合会の安定的運営に取り組みます

（１）「商工会地域振興活動強化事業」の活用推進に取り組みます
（２）自然災害等に対応する「事業継続力強化支援計画」の認定・実施支援に取り組みます

（１）「商工会ビジョン 2020」の推進と「次期商工会ビジョン」の策定に取り組みます
（２）「商工会中期行動計画」の実施を支援します
（３）商工会組織の DX 推進と情報発信の強化に取り組みます
（４）エリアパートナーによる商工会との連携強化に取り組みます
（５）商工会運営におけるコンプライアンスの徹底に取り組みます

Action1

Action3

Action5

Action2

Action4

目 標

目 標

中期行動計画　2022-2024　概要
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補助対象経費 補助率および補助限度額 補助対象期間

・設備導入費
・設備に関連する備品費
・施設改修費

補助対象経費の１/２以内
（新型コロナウイルス感染症

関連融資を利用している場
合は２/３以内）

［補助上限額］2,000 千円
［補助下限額］　　400 千円

交付決定日から
令和５年２月28日まで

飲食・商業・サービス業
新事業展開支援事業補助金

飲食業・商業・サービス業を営む皆様、
売上回復に向けた取組（設備投資、施設改修等）を支援します！！

令和４年度、島根県商工会連合会は県からの事業委託を受け

「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業」を実施します！

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食業・商業・サービス業を
営む中小企業者等に対して、売上の回復を図るための取組を補助し、コロナの
影響に対応するための事業の推進および事業継続を目的とする

（１）自社にとって新たな取組のための設備投資であること
（２）３年以内に、当該投資による年間の売上が、投資額以上となる計画である

こと

（１）飲食業、商業、サービス業を現に事業として営む事業者であること
（２）応募申請時における直近６ケ月のうち任意の連続する３ヶ月の売上高の合

計が、2018年または2019年の同時期と比較して減少していること
（３）次の補助金を活用してないこと

　　①新型コロナウイルス対応経営改善支援事業補助金（R2・R3）
　　②新型コロナウイルス対応経営革新支援補助金（R3）

本 補 助 金 の 概 要

目　的

対象事業

対象者

島 根 県 商 工 会 連 合 会 検 索

ハードが対象

第１回公募

年複数回
公募予定

4
27㈬

5
31㈫
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補助対象経費 補助率および補助限度額 補助対象期間

・設備導入費
・設備に関連する備品費
・施設改修費

補助対象経費の１/２以内
（新型コロナウイルス感染症

関連融資を利用している場
合は２/３以内）

［補助上限額］2,000 千円
［補助下限額］　　400 千円

交付決定日から
令和５年２月28日まで

【技術】理美容師、着付け師、菓子職人、写真家　【IT 関係】IT コーディ
ネーター、WEB デザイナー　【店舗設計】建築士、インテリアコーディ
ネーター、リフォームスタイリスト　【デザイン】商品装飾展示技能
士、色彩士　【接遇】販売士、レストラン技能士、サービス接遇士、フ
ラワー装飾技能士　【人材育成】キャリアコンサルタント　【法律】弁
護士、行政書士 【税務】公認会計士、税理士　【労務】社会保険労務士、
ファイナンシャルプランナー　【経営戦略】中小企業診断士、事業再生
アドバイザー、M&A アドバイザー　【商品開発】調理師、管理栄養士、
野菜ソムリエ　【その他】知的財産権、衛生管理者、食品表示診断士、
HACCP 普及指導員、作業療法士、農学博士、不動産鑑定士、宅地建
物取引士　等

専門家派遣の流れ
所属・最寄りの商工会へご相談

商工会職員と経営課題を整理

専門家派遣申請
派遣に必要な書類を作成

専門家による支援
専門家と商工会が連携して課題解決を支援

実績報告
支援の感想・効果と今後の事業展開等を報告

幅広い分野の専門家が経営課題の
解決に向けてアドバイスします！

商工会では、経営に関する専門的なアドバイスを必要としている事業者へ、
無料で専門家を派遣しています。専門家の知恵を借りたいときは、
ぜひ専門家派遣制度をご活用ください！

みんな
どんなことを
相談しているの？

いろんな相談が
できるんだなぁ

商品ＰＲ力をアップさせるため、
写真撮影技術を習得したい！

SNSを活用した効果的な
集客・宣伝方法が知りたい！

ネット通販を強化するため、
自社商品を開発・改良したい！

商標登録や特許申請
を検討したい！訴求力のあるパッケージ

デザインに改良したいなぁ

働き方改革？民法改正
？

正しく取り組めている
か不

安だなぁ

接遇スキルを向上させたい！

顧客導線とスタッフ
導線を兼ね

備えた店舗に改修した
い！

自然災害が増えているから、
我が社もＢＣＰ策定を考えな
くちゃ！

支払い請求に応じないお客様へ、
どのように対処したらよい？

従業員の横領行為が発覚
法的な措置が知りたい…

事業承継をスムーズに進める
ためのポイントや手順は？

HACCP を導入した
いけど、

衛生管理計画はどうや
って作成

すればよいの？

新事業の具体的事業計画を考
えたいけど、どうやって進めれ
ばいいのかな？

法人化することで得られる税務
面のメリット・デメリットや手
続き方法が知りたい！

法改正に合わせて就業規則を
見直さなければならないけど、
どこをどう変えればいいの？

生産性向上のため、現場改善と工場レイアウトの改善に着手したい！

人材不足に対応するため外国人
技能実習生を雇用したいけど、法
的手続きがわからない…

“思い描く姿” に近づける
よう、 専門家と連携して
サポートいたします！
お気軽にご相談ください！

専門家専門家ののアドバイスアドバイスをを
受けてみませんか？受けてみませんか？

？
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青年部だより
　3 月18 日（金）、県青連役員研修会を大田市仁摩町、
温泉津町で開催し、銀の道商工会青年部の様々な活
動事例を伺うことができました。その中の一つにショッ
ピングセンターと高校生とのコラボ企画がありました。
これは、地元の高校生の販売実習の場として、地域の
ショッピングセンターの空きスペースを活用すること
で、実習の機会を得るとともに、集客を通じて地域に
貢献するといった内容のものでした。
　その他にも支援を受けた方の意見を聞く機会をいた
だくなど、限られた時間ではありましたが、銀の道商
工会青年部が地域に根差し、なくてはならない存在と
して活動をしている姿を目の当たりにすることができ、
役員一同、大きな刺激を受けました。
　この研修会で得た経験を各ブロック、各単会の活動
に繋げていきたいと思います。
　松井部長はじめ、銀の道商工会青年部の皆さま、お
忙しい中、ありがとうございました！

　令和４年 3 月 13 日（日）、県女性連役員研修会を

邑南町で開催しました。

　講師に島根県議会議員であり、邑南町商工会の福

井竜夫会長をお招きし、県の施策や県政の現状につ

いてお話をお聞きしました。

　合わせて、日ごろの県政への疑問や感想など意見

交換を行いました。役員からは、「地域があっての商

工会である。小さな拠点づくりが大切である。」「発

言ができる若手の育成について」「各種補助金制度に

ついて」など様々な発言があり、福井県議には、一

つ一つ丁寧にご回答いただき、大変有意義な研修会

となりました。

女性部だより
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令和４年度上期珠算検定試験の日程

協会けんぽ島根支部の加入者・事業主の皆さまへ

実 施 級 回 試 験 日 募 集 期 間

1～ 9・10級 第 205 回 令和４年 6月 19日（日） 4月 7日（木）～ 5月 13日（金）

1～ 9・10級 第 206 回 令和４年 9月 11日（日） 7月 7日（木）～ 8月 12日（金）

　第 204 回商工会珠算検定試験が令和４年２月 20 日（日）に全国一斉に実施され、
島根県では 16 名が受験し、全員が合格しました。
　そのうち満点合格者は９名です。
　３級までの合格者は次のとおりです。

　◦３級合格者

　　上　田　夏　希さん（吉賀町）

　次回は６月 19 日（日）に実施されます。

珠算検定

合　格
おめでとう

◇お問い合わせ先◇
　〒690-8531 松江市殿町383山陰中央ビル２階
　全国健康保険協会島根支部
　☎0852-59-5140（平日8:30～17：15）

※任意継続被保険者の方は、令和４年４月分（４月納付分）から
変更になります。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は健康保険
料率に介護保険料率が加わります。

健康づくりの第一歩は、
「健診」 です

年に１度は、必ず健診を受診して、
自分の体をもっと知ろう！

健康保険料率 介護保険料率

令和４年３月分（4月納付分）からの
保険料率をお知らせします

うける

きづく

しるかわる

10.35％ 1.64％令和４年2月分（3月納付分）まで

10.03％
令和４年2月分（3月納付分）まで

1.80％引上げ 引下げ
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商工会会員限定（※）

集団団体「島根県商工会連合会」

島根県支部：松江市西津田 5-1-7  ：0852-26-5270 

本部：福岡市博多区東比恵 2-15-25 ：092-441-5901 
承認番号 NJ720.2202.0193.220331-2205(1)9000部

※島根県下 各商工会の

会員のお車のほか役員・従

業員（同居の親族を含みま

す。）が所有されるお車に

団体割引を適用

地震などの天災による損害も補償する！

休業対応応援共済
　　　　　　　　　　　
　　　　○地震・津波、台風の時も対応でき、事業再開に

　　　　　　かかる費用にお使いいただけます！

　　　　○事業再開時には迅速に共済金をお支払いします！

お申し込み、ご相談は県下各商工会へ

島島根根県県火火災災共共済済協協同同組組合合
☎☎  00885522--2211--00224499

元受団体　全日本火災共済協同組合連合会

〒699－1312　島根県雲南市木次町山方630－5
木次／TEL　0854－42－8133　FAX　0854－42－8155
松江／TEL　0852－25－0150　FAX　0852－25－0155

採用（令和４年４月１日付） 異動（令和４年４月１日付）

再雇用（令和４年４月１日付）

退職（令和４年３月 31 日付）

事務局長　６名
　蔦谷　　宏 （まつえ北）
　大谷　隆行（まつえ南）
　石原　敬治（安来市）
　杉原　律雄（雲南市）
　陰山　篤也（斐川町）
　中原　　忍（美郷町）

経営指導員　３名
　加武　純也（美郷町）
　澁谷　元輝（石　央）
　大庭　仁志（隠岐の島町）

指導職員　５名
　藤原　真悠（まつえ南）
　福原　華子（雲南市）
　前田安佳里（美　濃）
　鎌田ゆかり（津和野町）
　竹内　慶子（吉賀町）

経営指導員　８名
　前島　広奉（まつえ南→出雲 )
　藤田　幸生（雲南市→隠岐國）
　加茂　孝久（斐川町→安来市）
　九矢　晃宏（出雲→まつえ南）
　陶山　雅徳（美郷町→斐川町）
　白須　　努（邑南町→川本町）
　槇野　隆行（石央→雲南市）
　川上　晃史（隠岐國→県連本所）

商工会経営指導員　１名
　石橋　達也（県連石見→邑南町）

経営指導員　１名
　伊藤　秀明（西ノ島町）

指導職員　４名
　山田由美子（まつえ北）
　秦　みよ子（安来市）
　石川智恵美（吉賀町）
　松本　淳子（県連本所）

事務局長　６名
　小谷　　貢（まつえ北）
　内田　　豊（まつえ南）
　蒲生　安生（安来市）
　小林　健治（雲南市）
　高田　茂明（斐川町）
　窪田　英通（美郷町）

経営指導員　６名
　檜谷　行宏（安来市）
　大畑　英徳（川本町）
　吉田　幸二（隠岐の島町）
　高尾　昌宏（隠岐の島町）
　伊藤　秀明（西ノ島町）
　村川　敏夫（県連本所）

指導職員　３名
　山田由美子（まつえ北）
　板持　宏美（雲南市）
　齋藤　美子（津和野町）　

人 事 異 動

令和４年３月31日付で葛西章専務理事が退任致しました。
令和４年４月１日より村川敏夫が就任致しました。

島根県商工会連合会
役員人事のお知らせ
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ジョイメイトしまねが社員の皆様の
福利厚生をサポートします!

◎ジョイメイトしまねに加入すると以下のようなサポートが受けられます。

ニュース掲載ツアー
1,000円～10,000円割引 永年勤続

5,000円～10,000円給付

割引指定店5%以上割引 ツアー2,000円割引

健康診断6,000円補助

インフルエンザ予防接種
　　　　　　   600円補助 祝い金・見舞金等給付 各種チケット購入補助

5年に1度

お食事割引券
　　1,000円プレゼント

忘新年会2,000円補助
宿泊付き

抽選で

熟年夫婦旅行
　　　　10,000円補助

隔　年

●会　費：一人月額1,000円（年間12,000円）

「2,100事業所・29,500人をサポート中」まずはお電話下さい! ジョイメイトしまね ☎（0852）28-6555

隠岐汽船1,000円割引

健康診断上限6,000円

事業承継・事業引継ぎのお手伝い
島根県事業承継・引継ぎ支援センター
親族内承継・第三者承継を中心に事業承継に向けての課題
の整理、事業承継計画の作成、課題整理マッチング支援及
び、事業承継に伴う経営者保証の解除支援を行います。 

松江市母衣町 55-4（松江商工会議所ビル 6 Ｆ）
Tel：0852-33-7501　Fax：0852-61-1171

URL：https://smn-hktg.com
※当センターは、中国経済産業局委託事業です。

　令和４年２月 24 日、県連合会において、人材
育成・地域への還元などの地域貢献をミッション
に掲げ、地域に根付いた様々な取り組みを実施し
ている島根県立大学との間に、地域の課題解決と
企業の活性化、雇用の創出に向けて包括協定を結
びました。
　締結式にあたり、高橋県連会長は「県立大学の
知識と経験、学生の皆さんの若いパワーをいただ
きながら、企業の元気・地域の元気につなげてい
きたい」と力強いメッセージを発信しました。
　今後、商工会地域においても大学との交流や連
携を進め、企業の活性化や地域課題解決につなげ
る取り組みを進めていきます。
　島根創生に向け、会員の皆様と職員がともに力
を合わせ頑張っていきましょう。

島
根
県
立
大
学
と

　
　
産
業
振
興
や
人
材
育
成
で
包
括
協
定
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あかるい
未来
食べる。話す。笑う。寝る。
そんな何気ない暮らしのシーンの中に、
いつも電気はあります。
このまちの全ての人が、
この先もずっと快適に暮らせるように。
わたしたちには、電気のある安心な毎日を
お届けする使命があります。

このまちの未来を照らす光になりたい。

　お二人は西ノ島町に地域おこし協力隊として移住され、師である加藤唐山先生の
もとで修業を重ね「焼火窯」（たくひがま）を事業承継しました。
　本年１月よりスタートし、釉薬づくりから地元の赤土を原料に陶器と染物（風流
染め）の製造販売を行っています。
　また、陶芸・染物体験を行い、観光客から町民に至るまで大変好評を得ています。
隠岐西ノ島町へご来島の際にはぜひお立ち寄りください。

（表紙左から伴田さつきさん・東京都出身、池田八重子さん・静岡県出身）

表紙の 顔顔

〒684-0303　島根県隠岐郡西ノ島町大字美田973　電話 08514-6-1151　ＨＰ https://takuhigama.thebase.in/
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